・表題
人権教育における人権感覚の醸成について　―X小学校研究報告書の社会学的分析―
・要約（英文200語以内）
公教育（後国家的教育）で行なわれる人権教育は、法に基づく教育であることが求められる。
本稿では、公教育において行なわれる人権教育を、X小学校のY盲学校との交流実践研究報告書を社会学的に分析した。3回の交流実践は、第1回が直接的・具体的交流、第2回が間接的・抽象的交流となって、第3回ゲームを共に楽しむ交流となっていた。本稿では、第1回2回の順番に着目した。
結果、X小学校の交流実践は、法に基づく教育であると同時に、法を実践の過程で具体化していると考えられた。さらに、「日常生活上のラベリング」を回避し社会的包摂への試みも看取できた。
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